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お
知
ら
せ

広 告

　

65
歳
以
上
の
人
の
令
和
６
年
度
の
介
護

保
険
料
は
、
６
月
に
確
定
し
た
住
民
税
の

課
税
状
況
な
ど
を
も
と
に
決
定
し
ま
す
。

決
定
し
た
保
険
料
の
通
知
書
は
７
月
下
旬

に
送
付
し
ま
す
。

　

納
め
る
方
法
は
特
別
徴
収
と
普
通
徴
収

に
分
か
れ
ま
す
。

■
特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）

　

 　

老
齢
・
退
職
・
障
害
・
遺
族
年
金
を

年
額
1８
万
円
以
上
受
給
さ
れ
て
い
る
人

は
、原
則
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
ま
す
。

　

 　

４
月
、
６
月
、
８
月
の
年
金
か
ら
天

引
き
さ
れ
る
保
険
料
額
は
仮
徴
収
額
で

す
。
今
回
決
定
す
る
年
額
保
険
料
額
か

ら
仮
徴
収
額
を
差
し
引
い
た
残
り
の
金

額
を
、
10
月
、
12
月
、
２
月
の
３
回
に

分
け
て
年
金
か
ら
天
引
き
し
ま
す
。

　

 　

な
お
、
新
た
に
65
歳
に
な
っ
た
人
、

佐
賀
中
部
広
域
外
か
ら
転
入
し
た
人
な

ど
は
、
約
６
か
月
後
か
ら
年
金
天
引
き

開
始
と
な
り
ま
す
。

■
普
通
徴
収
（
口
座
振
替
・
納
付
書
）

　

 　

特
別
徴
収
以
外
の
人
は
、
口
座
振
替

ま
た
は
納
付
書
で
納
付
し
ま
す
。

　

 　

４
月
か
ら
７
月
は
仮
に
算
定
さ
れ
た

保
険
料
額
の
徴
収
と
な
り
ま
す
の
で
、

今
回
決
定
す
る
年
額
保
険
料
額
か
ら
仮

徴
収
額
を
差
し
引
い
た
残
り
の
金
額
を
、

８
月
か
ら
３
月
の
８
回
に
分
け
て
納
付

し
ま
す
。

　

 　

納
付
に
は
便
利
な
口
座
振
替
を
ぜ
ひ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

低
所
得
者
に
対
す
る
介
護
保
険
料
の
減
免

　

７
月
下
旬
よ
り
申
請
の
受
付
を
し
ま
す
。

■�

対
象
者
（
次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す

人
）

◎ 

令
和
６
年
度
の
介
護
保
険
料
段
階
が
第

２
段
階
ま
た
は
第
３
段
階
の
人

◎ 

世
帯
の
令
和
５
年
中
の
収
入
の
合
計
額

が
１
０
０
万
円
以
下
の
人
（
世
帯
員
が

ひ
と
り
増
え
る
ご
と
に
50
万
円
加
算
）

◎ 

住
民
税
課
税
者
と
生
計
を
と
も
に
せ
ず
、

住
民
税
課
税
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
な
い

人
（
健
康
保
険
の
扶
養
も
含
む
）

◎ 

世
帯
全
員
の
預
貯
金
の
合
計
が
３
５
０
万

円
以
下
の
人
（
預
貯
金
に
は
、
国
債
・

生
命
保
険
の
返
戻
金
な
ど
も
含
む
）

◎ 

居
住
用
以
外
の
不
動
産
を
活
用
し
て
も
生
活
が
困

窮
す
る
人

■�

申
請
に
必
要
な
書
類

○ 

令
和
６
年
度
納
入
通
知
書
（
７
月
下
旬
頃
送
付
）

○ 

令
和
５
年
中
の
収
入
が
わ
か
る
書
類
（
確
定
申
告

書
・
市
（
町
）
県
民
税
申
告
書
・
年
金
・
給
与
の

源
泉
徴
収
票
な
ど
）

○
健
康
保
険
証

○ 

預
金
通
帳
、
固
定
資
産
税
課
税
明
細
書
な
ど

■�

減
免
額

　

 　

減
免
が
承
認
さ
れ
た
場
合
は
、
申
請
月
以
降
の

保
険
料
を
第
１
段
階
と
同
額
の
保
険
料
に
減
額
し

ま
す
。
た
だ
し
８
月
末
ま
で
に
申
請
さ
れ
た
場
合

に
限
り
４
月
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
保
険
料
を
減
額
し

ま
す
。

　

災
害
、
失
業
、
長
期
入

院
な
ど
特
別
な
事
情
に
よ

り
介
護
保
険
料
の
納
付
が

困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、

佐
賀
中
部
広
域
連
合
業
務

課
（
☎
０
９
５
２

−

40

−

１
１
３
５
）
で
随
時
ご
相

談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

65
歳
以
上
の
み
な
さ
ん
へ

令
和
６
年
度
の
介
護
保
険
料
が
決
ま
り
ま
す

申
・
問 

佐
賀
中
部
広
域
連
合 

業
務
課　
☎
0
9
5
2

−

40

−

1
1
3
5

高
齢
・
障
害
者
支
援
課 

高
齢
者
支
援
係　
☎
0
9
5
2

−

75

−

6
0
3
3


